
 

調査計画及び調査票における誤記について（御報告） 

 
今回、農林水産省から提出された申請書類は、1,600ページを超える大部であること

から、内容を改めて精査しておりましたところ、以下のとおり、訂正を要する誤記が見
つかりましたので、御報告いたします。 
なお、これら誤記等の取扱いですが、今後、統計委員会の答申を経て総務省が最終判

断をする際に、誤記等を修正した調査計画の再提出を条件として、対応してまいりたい
と考えております。 

 
① 育成牛・肥育牛調査票の分割に伴う調査計画の修正漏れ 

（資料１－２（全体版（注１）） 25 ページ） 
正 誤 

６ 報告を求めるために用いる方法 
（２）調査方法 
  ア 調査票の配布 
   （略） 
    また、承諾が得られる報告者に対

しては、（中略）子牛生産費統計調
査票、肥育牛（去勢若齢肥育牛、乳
用雄肥育牛、交雑種肥育牛）生産費
統計調査票及び育成牛（乳用雄育成
牛、交雑種育成牛）生産費統計調査
票における調査対象畜の取引状況を
あらかじめ調査票に印字する。 

６ 報告を求めるために用いる方法 
（２）調査方法 
  ア 調査票の配布 
   （略） 
    また、承諾が得られる報告者に対

しては、（中略）子牛生産費統計調
査票及び育成牛・肥育牛生産費統計
調査票における調査対象畜の取引状
況をあらかじめ調査票に印字する。 

 
② 米調査票の労働時間を把握する設問における説明文の誤記 

（資料１－２（全体版） 884 ページ） 
正 誤 

 
 

 

 
③ なたね調査票の作業別労働時間を把握する設問における例示の誤記 

（資料１－２（全体版） 1,195ページ） 
正 誤 

 
 
 
 
 

 

 
（注１）資料１－２のページ番号は、統計委員会 HP にて掲載している全体版の番号を指す。 
（注２）上記のほか、カッコの消し忘れ、送り仮名の誤り等、表記・記載上の不備あり。 
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